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	持ち込み禁止物�
　　  会場に持ち込むことを禁止される物品は下記のとおりとする。ただし、主催者代表者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
  （１）銃器類（銃弾や複製・模造品含む）、すべての種類の刀剣類及び刃のついたもの、弓類、針、鋏�           その他　鋭利なもの等他、凶器・危険物となると判断できるもの　
　（２）飲料容器以外のビン類、缶類等投てきされると危険なもの
　（３）ホイッスル、拡声器、楽器、ラジオカセット、防犯ブザー等大きな音で競技の進行の妨げとなることが�           予測できるもの
　（４）毒物、劇物その他有害物質
　（５）発煙筒、爆竹、花火、ガスホーン、爆発物、火薬、照明弾、油類その他可燃性の危険物
　（６）使用目的に関わらず、三脚、一脚、自撮り棒や望遠レンズなどのカメラ・ビデオ関連器具及びドロー�           ンを含めた撮影器具（携帯電話除く）
　（７）無線通信機器（携帯電話、小型ラジオ等を除く）
　（８）競技運営に支障をきたす恐れのある掲示板、立看板、横断幕、懸垂幕、旗のぼり、アドバルーン、�          ゼッケン、プラカード、文書、図書、印刷物等
　（９）ペット（盲導犬、聴導犬、介助犬等身体障害者補助の用に供する目的で訓練された犬を除く）
　（10）その他入場者等に迷惑もしくは危険を及ぼし、またはそれらの恐れのあるもの

